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第１章 研究開発の概要 

1.1 事業の背景・研究目的および目標 

1.1.1 研究の目的 

○当該特定ものづくり基盤技術において達成しようとする高度化の目標 

(十六)熱処理に係る技術に関する事項 

１ 熱処理に係る技術において達成すべき高度化目標 

（５）その他 

・川下製造業者等の抱える課題及びニーズ 

キ．環境配慮 

貴金属の資源供給国は南アフリカやロシアなどの特定国に偏っているため、まさに資源ナショナリ

ズムの台頭やBRICs諸国の需要増大等により、需給バランスが大きく変化することは必至である。この

ため、資源セキュリティ・安定供給の面から、信頼性の高い資源バッファを築き、長期的に循環利用で

きるルートを確立することは緊急かつ重要な課題である。 

特に、資源に乏しく、かつ、需要の多いわが国にとって、資源や環境の保全には、代替材料の開発

や使用量の低減に向けた技術開発だけではなく、リサイクル技術の開発がさらに重要である。貴金属

については、高品位の鉱石でも ppm オーダーの品位であり、精錬には膨大なエネルギーと時間を要

し、また、大量の廃棄物が発生している。一方、素材の単価が極めて高価であることから、使用済みの

製品からの回収は精力的に行われているが、自動車解体においては、ガラ、雑品の形までしか解体さ

れていない。スクラップの特性に応じた新たなリサイクル技術を開発する必要がある。わが国には工業

製品という形で貴金属はかなりの量が蓄積されているため、資源の有効活用・安定供給の面からも、

スクラップを効率良く国内循環利用するルートの確立は非常に重要な課題である。 

研究の目標として、 

①過熱蒸気を利用した貴金属含有物の高度精緻解体・分離技術の開発では、過熱蒸気熱処理炉

において、回収された電子基板から確実にＩＣチップ等を解体・分離する技術を確立するととも

に、上記において、手作業にて解体・分離できる所要時間の１０％以内の時間でできる技術を

確立する。 

②貴金属の国内循環利用技術の開発では、 

回収されたＩＣチップ等と、分離後に破砕された電子基板の各々の貴金属含有量の把握し、部

品毎に貴金属価値分析を実施する。 

1.1.2 研究の概要 

自動車解体においては、ガラ、雑品の形までしか解体されていない。本研究開発ではガラ、雑品

の電子基板からその形態に関らず、手作業によらず低コストで容易に有価金属部位を解体・分離

する熱処理技術を開発する。 

本研究開発では、 

(1)過熱蒸気を利用した貴金属含有物の高度精緻解体・分離技術の開発 
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過熱蒸気技術を利用し、貴金属含有物の高度精緻解体・分離を手作業によらず、はんだ等を低酸素

状態で溶融させ、その後衝撃を与えることで電子基板等から電子部品（ＩＣチップ等）を解体・分離する

技術を開発する。過熱蒸気は本来、水であり、それ以外の廃棄物を生じないという環境負荷を考慮し

た技術であり、手作業に頼らないという労働環境にも適応した低コストの解体・分離技術といえる。 

(2)貴金属の国内循環利用技術の開発 

貴金属のリサイクルは廃棄物処理のためではなく、貴重な資源の有効活用と有価物の売却による

収益のためである。通常、貴金属の回収を依頼する側と回収を受ける側の両者が、商業的に受益が

ある場合に貴金属のリサイクリングが成立する。回収物から貴金属の選別や回収に工数がかかった

り、貴金属の含有量が少ない場合や、貴金属の価格が低くて回収することがコストに見合わないと

きには、有価物としてではなく、廃棄物として処分されることが多い。故に静脈産業回収物につい

ては、如何に回収のコストを下げ、選別その他により貴金属の含有量を濃縮することが、国内での

資源循環を促すための大きな課題である。回収されたＩＣチップ等と、分離後に破砕された電子基

板の各々の貴金属含有量の把握し、部品毎に貴金属価値分析を実施し、国内での資源循環

を促す。 

1.1.2 実施内容 

(1) 過熱蒸気を利用した貴金属含有物の高度精緻解体・分離技術の開発（実施：株式会社ツルオカ） 

過熱蒸気熱処理炉において、回収された電子基板から確実にＩＣチップ等を解体・分離する

技術を確立する。また、手作業にて解体・分離できる所要時間の１０％以内の時間でできる技

術を確立する。手作業あるいは、薬品等の化学反応を使わずに短時間にて、また水資源を用

いて電子基板からＩＣチップ等を分離する技術を開発する。 

 (2) 貴金属の国内循環利用技術の開発（実施：株式会社ツルオカ、国立大学法人東京大学） 

電子機器が搭載されている部品につき、分離したＩＣチップと基板の貴金属含有量を把

握し、部品毎に貴金属価値分析を実施する。 

 (3) 所在地 

(a)事業管理者 

財団法人金属系材料研究開発センター（最寄り駅：JR 京浜東北線新橋駅 東京メトロ千代田線 霞ヶ

関駅） 

〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目 5番 11 号 

 

(b) 研究実施場所（主たる研究実施場所については、下線表記。） 

株式会社ツルオカ（最寄り駅：JR東北新幹線・JR宇都宮線 小山駅）  

〒323-0804 栃木県小山市萱橋 1085 番地  

国立大学法人東京大学（最寄り駅：東京メトロ千代田線 根津駅） 

〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1  

(c)委託期間 

契約締結日から平成 22年 3月 31 日まで 
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1.2 研究体制 

1.2.1 研究体制および管理体制 

(1) 研究組織（全体） 

研究組織（全体） 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統括研究代表者（ＰＬ）

株式会社ツルオカ 
代表取締役社長 鶴岡 正顯 

副統括研究代表者（ＳＬ）
国立大学法人東京大学

准教授  松野 泰也
工学系研究科マテリアル工学専攻

財団法人金属系材料研究開発センター 

株式会社ツルオカ

再委託

国立大学法人東京大学

再委託
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(2)  管理体制 

(a) 事業管理者 [財団法人金属系材料研究開発センター] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 再委託先 

［株式会社ツルオカ］ 

 

 

 

 

 

 

 

［国立大学法人東京大学］ 

 

代表取締役社長 総務部 （経理担当者）

環境ソリューション推進室

総長 工学系研究科長

工学系・情報理工学系等 事務部

財務グループ 外部資金チーム

（経理担当者）

工学系研究科マテリアル工学専攻 准教授 松野泰也

理事長 専務理事 総務企画部 

会計課 

鉄鋼材料研究部 

非鉄材料研究部 

総務課 

産学官連携Ｇ 

（業務管理者：グループ長）

（経理担当者：会計課長）

株式会社ツルオカ

国立大学法人東京大学

再委託

再委託

（業務管理者：代表取締役社長、オートリサイクル事業部長）

（業務管理者：松野泰也 准教授）

オートリサイクル事業部

経営企画室
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1.2.2 研究員およびプロジェクト管理員 

【事業管理者】財団法人金属系材料研究開発センター 

管理員 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

木曾 徳義 総務企画部産学連携Ｇ 主席研究員 ③ 

   

   

【再委託先】 

（研究員） 

株式会社ツルオカ 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

鶴岡 正顯 代表取締役社長 ①② 

小田部 和美 取締役オートリサイクル事業部長 ①② 

堀田 徳之 オートリサイクル事業部工場長 ①② 

中澤 信之 総務部環境ソリューション推進室課長 ①② 

堤 庸佐 総務部経営企画室室長 ①② 

   

   

 

国立大学法人東京大学 

氏名 所属・役職 実施内容（番号） 

松野 泰也 工学系研究科マテリアル工学専攻 准教授 ② 

1.2.3 他からの指導・協力者 

研究開発推進委員会 委員 

氏名 所属・役職 備考 

鶴岡 正顯 株式会社ツルオカ 代表取締役社長 委 PL 

松野 泰也 国立大学法人東京大学 工学系研究科 准教授 SL 

小田部 和美 株式会社ツルオカ 取締役ｵｰﾄﾘｻｲｸﾙ事業部長 委  

堀田 徳之 株式会社ツルオカ ｵｰﾄﾘｻｲｸﾙ事業部工場長 委 

中澤 信之 株式会社ツルオカ 総務部環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進室課長 委 

堤 庸佐 株式会社ツルオカ 総務部経営企画室室長 委 

高田 浩輔 三菱商事株式会社自動車ﾘｻｲｸﾙ担当統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ アドバイザー（旅費のみ） 

木曾 徳義 財団法人金属系材料研究開発センター総務企画部主席研究員  
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1.3 成果概要 

1.3.1 過熱蒸気を利用した貴金属含有物の高度精緻解体・分離技術の開発 

ＩＣチップ等素子の分離程度が７０％台と悪い電子基板の特徴は、レジスターが多数搭載され、更に

は２２ｍｍ×８ｍｍ未満のＩＣチップが複数搭載され、その向きに法則が無いものであり、分離処理テス

トにおける対象電子基板全体の６％であった。 

事前分別の方法や分離前処理装置の自動分離・回収装置の設定を調整することで、分離程度の

向上を図ることも可能であると思われる。 

全体平均としては、９５．３％の分離ができ、分離時間も手作業で分離する作業時間の３．９％となる

５分４秒が実現できた。 

分離処理テストにおける事前分別の方法は、事前分別の程度や工数が、作業者の熟練度で差が

でる懼れがあるため、事前分別方法を簡易にした手順化と、その安全性も今後の検討課題とする。 

また、当該研究開発における各種テストの期間は１０月から翌２月で、外気温が１０℃前後のなか実

施しており、分離熱処理装置から熱処理されたのちに排出される電子基板に外気温の違いが与える

影響がデータ不足であるため、分離熱処理装置の庫内温度設定の最適化を継続的に確認し、消費

電力の多い分離熱処理装置の運用上の省エネルギー化が必要である。 

分離率を更に向上させる方法の検討や工数のバラつきを抑える方法の検討は、作業を行いながら、

いかに個々の効率の良い方法や分離熱処理装置の設定温度を見出し、データ化できるかが、回収の

コストを下げる重要なポイントになる。 

1.3.2  貴金属の国内循環利用技術の開発 

本技術により回収される貴金属の国内循環利用に関して検討を行った。自動車に使用されるエアバッ

グおよびエンジン制御の電子基板には、金、銀、銅の貴金属が含有されており、それを過熱蒸気によ

り効率的に回収することにより、環境優位性のある事業になることが示された。経済性に関しては、現

時点では不確定な要素も多いが、さらなる工程の改善などにより、収益を生む事業になりえる可能性

も大きい。 

 

1.4 当該プロジェクト連絡窓口 

事業管理者、連絡担当者の連絡先を表1.4に示す。 

 

表 1.4  事業管理者 

住所：〒105-0003東京都港区西新橋 1-5-11 第 11東洋海事ビル 6階 

名称：財団法人金属系材料研究開発センター 

代表者役職・氏名：理事長 武田 安夫                  

連絡先：03-3592-1282 

連絡担当者所属役職・氏名：非鉄材料研究部加工Ｇ長 木曾 徳義 

Tel:03-3592-1282      Fax:03-3592-1285 

E-mail:nkiso@blue.ocn.ne.jp 
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第 2章 本論 

 

2.1 過熱蒸気を利用した貴金属含有物の高度精緻解体・分離技術の開発 

2.1.1 はじめに 

国内では、自動車等に搭載されている電子機器部品は、現状では価値を評価できないこと、取り外

しに工数がかかること等により、ガラに搭載したまま、破砕業者に排出するか、雑品として海外に輸出

されているのが実態である。 

ガラあるいは雑品から精緻解体された電子基板を高度精緻解体により電子基板からＩＣチップ等を

省エネルギーで分離可能な、過熱蒸気利用熱処理装置のプロセスにより、手作業あるいは、薬品等

の化学反応を使わずに短時間にて、また水資源を用いて電子基板からＩＣチップ等を分離する技術を

開発し、回収のコストを下げる。 

 

◎過熱蒸気を利用した貴金属含有物の高度精緻解体・分離技術の開発 

 

過熱蒸気熱処理炉において、回収された電子基板から確実にＩＣチップ等を解体・分離する技術を

確立する。また、手作業にて解体・分離できる所要時間の１０％以内の時間でできる技術を確立する。 

 

はんだの溶融温度と、樹脂の溶融温度が近似している。樹脂を溶融させずにはんだのみを溶融し

なければならない。更に基板の種々の形状に対し、熱処理炉内でＩＣチップを脱落させない適正な温

度、適正な炉内滞留時間を検討する必要がある。 

機械的振動による脱落があってはならない。また、逆に熱処理後に速やかに電子基板とＩＣチップを

分離させなければならない。分離するには、機械的外圧を加える必要がある。例えば衝撃であれば、

その衝撃力、衝撃方向等の検討が重要となる。 

特に自動車搭載用電子機器については、自動車走行時の振動に耐えられるように種々の工夫が

なされているものが多い。 

熱処理中では分離させずに、熱処理後に速やかに分離させる技術を構築することが必要である。 

具体的には、下記の検討を行う。 

●前処理を含む基板の熱処理炉への投入方法の検討 

●熱処理炉の適正温度、適正滞留時間の検討 

●熱処理炉内の基板の搬送方法の検討 

●上記に基づく熱処理炉の基本設計の検討 

●後処理を含む熱処理後の分離のための機械的外圧の手段、及びその力、方向の検討 

 

2.1.2 実験装置・試料および実験方法 

 (1)電子基板から手作業によるＩＣチップ等の分離時間 

【目標】 
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自動車搭載電子機器部品の筐体からの電子基板取り出し時間および、電子基板からＩＣチップ等

素子の分離を手作業で実施した場合の作業時間を確認し、当該研究開発において、その１０％以内

とする分離目標時間を設定する。 

【手作業による分離対象】 

エンジンＣＰＵ×４（同機種を２式ずつで、計４式） 

【手作業による分離時間の確認手順】 

分離対象であるエンジンＣＰＵを全て手作業にて分離し、自動車搭載電子機器部品の筐体から電

子基板を取り出すまでの時間と、電子基板からＩＣチップ等素子を全て分離するまでの時間を計測し、

その平均時間を当該研究開発における手作業による分離時間とする。 

【手作業による分離方法】 

自動車搭載電子機器部品の筐体から電子基板を取り出す工具には、電動インパクトドライバーを使

用した。電子基板からＩＣチップ等素子を分離する工具には、はんだ鏝、ニッパー、プライヤー、マイナ

スドライバーを使用した。電子基板からＩＣチップ等素子を分離する方法として、リードフレームが施さ

れ、電子基板とリードフレームがはんだにて接着されている素子（ＩＣチップ、トランジスタ等）と、リード

線が施され、電子基板とリード線がはんだにて接着されている素子（レジスター、コンデンサ、ダイオー

ド、水晶振動子等）については、ニッパー、プライヤーを使用して、リードフレームまたはリード線を電

子基板側に近い根元から切断し、分離した。また、電子基板に直接はんだで接着されている素子（レ

ジスター、コンデンサ、ダイオード等）は、はんだ鏝を使用して、はんだを溶融し、電子基板と素子の接

着強度を弱めてから、マイナスドライバーを使用して分離した。 

電子基板には、配線を繋ぐコネクタソケットが必ず搭載されており、その搭載にはコネクタソケットの

ピンを電子基板へはんだで接着するのに加え、ビスが使用され、更にはビスの「＋」山にはんだが流し

込まれており、はんだ鏝を使用して、はんだを溶融しても、はんだを「＋」山から逃がすことができず、

ドライバー等の工具での分離は不可能であるため、手作業による分離対象外とする。 

【手作業による分離の実施】 

４式のエンジンＣＰＵをＡ～Ｄに分類し、１式ずつ順に手作業による分離を実施した。 

【手作業による分離時間】 

筐体からの電子基板取り出し時間は、Ａ～Ｄまでの４式の平均が約４分であった。また、電子基板か

らＩＣチップ等素子の分離時間は、Ａ～Ｄまでの４式の平均が約１３４分であった。 

【当該研究開発における分離目標時間】 

当該研究開発における分離目標時間として、電子基板からＩＣチップ等素子の手作業による分離時

間である平均１３４分の１０％未満の時間となる「１３分以内」を手作業にて解体・分離できる所要時間

の１０％以内の時間に設定する。 
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【手作業による分離の問題点】 

電子基板からＩＣチップ等の分離は、工具を使用

することで実施可能ではあったが、電子基板全体を

温めずに作業を行っており、はんだは溶融しておら

ず、工具による外圧のみを加えるため、材質の殆ど

がセラミックや樹脂であるＩＣチップ等素子自体が破

損し、ＩＣチップ等を電子基板と接着しているリードフ

レームやリード線が電子基板に残ってしまった。 

手作業による分離は、平均で１３４分という作業時

間が掛かり、作業者の労力も大きく費やす必要があ

るうえ、作業者は１枚ずつしか分離ができず、連続性

がない。 

破損したＩＣチップ 

 

分離したＩＣチップ等素子 

 

 

(2)分離熱処理装置の仕様検討 

【目標】 

電子基板からＩＣチップ等素子を分離するため、分離熱処理装置である過熱蒸気熱処理炉にて、樹

脂の溶融温度と近似しているはんだのみを溶融する適正な温度と適正な炉内滞留時間、また、熱処

理中では分離熱処理装置内でＩＣチップ等を脱落させない基板の搬送方法を検討し、仕様を決定す

る。 

【仕様検討基準①---はんだの融点】 

自動車搭載電子機器部品に搭載されている電子基板へのＩＣチップ等素子接着には、はんだが使

用されているが、年式、メーカー、車種等により、その種類は異なる。 

従来錫鉛共晶はんだ（Ｓｎ６３％－Ｐｂ３７％）が最も多く使用されてきたが、１９９２年のブラジル・リオ

で開催された地球サミットにて「アジェンダ２１」「リオ宣言」が採択され環境問題が国際共通の認識とな

り、特に有害物質の汚染が大きいＥＵ（欧州連合）でＷＥＥＥ・ＲｏＨｓ指令が発令され、鉛が有害６物質

（鉛・水銀・カドミウム・６価クロム、ＰＢＢ，ＰＢＤＥ）の一つに指定されたことをきっかけに、鉛フリーはん

だの使用が主流となっている。 

鉛フリーはんだは数種類あるが、当該研究開発の分離熱処理装置の仕様検討におけるはんだの

融点は、「２２０℃」を基準とする。 

【仕様検討基準②---樹脂の融点】 

自動車搭載電子機器部品に搭載されている電子基板には、セラミック製の素材で覆われたＩＣチッ

プ等の素子の他、電子基板自体や素子に耐熱樹脂製の素材が使用されている。 

当該研究開発の分離熱処理装置の仕様検討における樹脂の融点は、「２５０℃」を基準とする。 

 

 (3)分離熱処理装置 

【目標】 
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検討した分離熱処理装置の仕様に基づき、分離熱処理装置を製作し、装置能力検査を行い、設置

準備を整える。 

【分離熱処理装置構造】 

「全体構造（平面図）」 

 

「全体構造（立面図）」 

 

 

【制御方法】 

分離熱処理装置の運転は、補助ヒーター、過熱蒸気発生装置、電磁弁をそれぞれ操作が可能な

単独運転と、庫内温度を設定するのみで、補助ヒーター、過熱蒸気発生装置、電磁弁が自動で制御

される連動運転のいずれかを単独－連動の切り替えスイッチで選択する。 

設定した庫内温度まで効率良く到達させることが容易で、運転後は操作が不要な「連続運転」を定

常運転時には選択する。 

 

【設置前検査】 

仕様に基づき製作した分離熱処理装置の試験を行い、設置前に改良等の対応すべき事項が無い

ことを確認した。 
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a.外観検査 

目視により、外観上油脂類の付着、傷、汚損、変形がなく、使用上有害な欠陥の有無を確認、検査

した。外観からは検査不可である絶縁抵抗、耐電圧の検査は検査成績表で確認した。 

b.単独運転動作試験 

単独運転は、制御盤のＣＯＳ１スイッチを切り替えることで設定可能であり、それぞれの動作確認が

できた。 

単独運転は、「非定常時」用であり、通常運転時は、連続運転に設定する。 

c.連動運転動作試験 

「連動運転」ボタンで動作することが確認できた。 

通常運転時は、作業場の外気温等の作業環境や、電子基板の性状により、「処理庫内温度」の設

定のみを行い、「連動運転」ボタンで動作させる。 

ｄ.電子基板分離試験 

外気温が１２℃のなか、エンジンＣＰＵ由来の電子基板を、分離熱処理装置で熱処理したのち、マ

イナスドライバーを使用して、電子基板からＩＣチップ等素子を分離する外圧を手作業にて加えた結果、

電子基板から素子を分離するためのはんだの溶融状況は良好であった。 

設置前検査時には、分離熱処理装置に排煙装置が設置されておらず、分離熱処理装置からの排

気を送風ファンで建屋排煙窓方向に風を送っていたため、電子基板にも風が当たり、電子基板の温

度低下が早まってはいたが、電子基板分離試験は合格とした。 

 

(4)分離後処理装置仕様検討 

【目標】 

分離熱処理装置から排出され、分離前処理装置の自動分離・回収装置にて、ＩＣチップ等素子を分

離した後の電子基板を減容するとともに、分析試料作製装置（カッティングミル）に投入可能なサイズ

に加工するための分離後処理装置の破砕能力、形状を検討し、仕様を決定する。 

【仕様検討基準①---破砕能力】 

電子基板を最大１,０００ｇとし、一日の稼働時間を８時間として、分離熱処理装置を２枚並列で搬送

した処理を想定すると、電子基板１,０００ｇ×２枚×４８０分＝９６０ｋｇとなる。 

当該研究開発の分離後処理装置の仕様検討における破砕能力は、「９６０ｋｇ／日以上」を基準とす

る。 

【仕様検討基準②---破砕室開口部】 

自動車搭載電子機器部品に搭載されている電子基板の幅と長さの最大サイズは、使用済み自動

車の解体業を平成１０年９月から営む中の実績データから、自動車搭載電子機器部品から電子基板

を取り出したままの状態で、「幅２００ｍｍ×長さ２８０ｍｍ」である。 

分離前処理装置と分離熱処理装置は、分離後処理装置を設置する予定のＧＬよりも３,０００ｍｍ高

い２階部分に設置を予定しているため、上から落とし込むような投入方法となり、分離後処理装置の刃

物部分に接した際に弾ける懼れがある。破砕室開口部周りには、ホッパーの設置が必要になり、弾か
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れた電子基板が外部に飛散することはないが、噛み込み効率を向上させるためには、電子基板の最

大長さである２８０ｍｍの２倍以上の破砕室入り口のサイズが要求される。 

当該研究開発の分離後処理装置の仕様検討における破砕室開口部は、「５６０ｍｍ以上」を基準と

する。 

【仕様検討基準③---破砕サイズ】 

分析試料作製装置（カッティングミル）に投入可能なサンプルのサイズは、６０ｍｍ×８０ｍｍ未満で

ある。 

当該研究開発の分離後処理装置の仕様検討における破砕サイズは、「６０ｍｍ×８０ｍｍ未満」を基

準とする。 

【仕様検討基準④---装置形状（ホッパー）】 

分離前処理装置と分離熱処理装置は、分離後処理装置を設置する予定のＧＬよりも３,０００ｍｍ高

い２階部分に設置を予定しているため、上から落とし込むような投入方法となり、分離後処理装置の刃

物部分に接した際に弾ける懼れがある。刃物部分に接した際に弾ける懼れのある電子基板を、分離

後処理装置外部へ飛散させず、破砕を促すため、破砕室開口部には、分離後処理装置設置場所に

設置可能な、高さ８００ｍｍ未満のホッパーが要求される。 

当該研究開発の分離後処理装置の仕様検討における装置形状（ホッパー）は、「高さ８００ｍｍ未

満」を基準とする。 

【仕様検討基準⑤---操作盤位置】 

分離前処理装置、分離熱処理装置、分離後処理装置を運転する際、通常運転時は、作業者は分

離前処理装置と分離熱処理装置が設置されている２階部分に配置されるため、分離後処理装置の操

作盤は、分離後処理装置側に設けず、２階に設ける必要がある。 

当該研究開発の分離後処理装置の仕様検討における操作盤位置は、「２階設置」を基準とする。 

【仕様検討基準⑥---騒音・振動レベル（コンプライアンス）】 

騒音・振動防止法並びに栃木県条例で定められている特定施設「破砕機」の能力は、５,０００ｋｇ／

日以上である。特定施設に該当する施設には、特定施設としての設置届出等の手続きや、設置完了

後にも、年１回以上の騒音・振動測定義務が課せられる。特定施設に該当せずとも、特定施設が順守

すべき規制値を下回る騒音・振動レベルが要求される。 

分離後処理装置の設置場所は、工業専用地域に該当するため、分離後処理装置の運転が想定さ

れる昼間（午前８時から午後６時まで）の規制基準は、７５デシベル未満である。 

当該研究開発の分離後処理装置の仕様検討における騒音・振動レベルは、「７５デシベル未満」を

基準とする。 

 

 (5)分離後処理装置 

【目標】 

検討した分離後処理装置の仕様に基づき、分離後処理装置を製作し、設置準備を整える。 

【装置構造】 
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平面図 立面図 

  

【装置能力】 

 分離後処理装置の能力は、３,１６４ｋｇ／日である。 

 

(6)分離前処理装置仕様検討 

【目標】 

分離熱処理装置への電子基板投入のための調整と、分離熱処理装置にて熱処理されたのちに排

出される電子基板に機械的外圧を加えることで、効率的で、確実にＩＣチップ等素子を分離する方法

を検討し、仕様を決定する。 

【仕様検討基準①---電子機器部品の投入方法】 

電子基板からＩＣチップ等素子の手作業にて解体・分離できる所要時間の１０％以内の時間で分離

処理を実施するため、分離前処理装置への電子機器部品の投入は自動で行い、工数を抑える必要

がある。 

当該研究開発の分離前処理装置の仕様検討における電子機器部品の投入方法は、「自動投入」

を基準とする。 

【仕様検討基準②---投入前調整】 

分離熱処理装置に投入可能な条件に合致しない電子基板は処理ができない。分離前処理装置で

は、条件に合致しない部品となるコネクタソケットや電解コンデンサ等を事前に回収する必要がある。 

また、分離熱処理装置にて熱処理されたのちに排出される電子基板を機械的外圧により、ＩＣチッ

プ等素子を分離する装置に投入する向きは、熱処理後に目視で確認して、決定すると、数秒ではある

が、電子基板から熱が逃げ、温度低下し、分離可能なはんだ溶融状況の時間的ロスとなるため、分離

熱処理装置に投入する前に、分離前処理装置のコンベア上で決定する必要がある。 

当該研究開発の分離前処理装置の仕様検討における投入前調整には、「調整用コンベア設置」を

基準とする。 

 

【仕様検討基準③---分離後処理装置への投入方法】 

分離熱処理装置にて熱処理されたのちに排出された電子基板から、機械的外圧による、ＩＣチップ

等素子の分離作業と、分離後処理装置への投入作業は一人を想定し、投入の自動化が必要である。 

当該研究開発の分離前処理装置の仕様検討における分離後処理装置への投入方法には、「投入
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用コンベア設置」を基準とする。 

【仕様検討基準④---機械的外圧の手段】 

分離熱処理装置にて熱処理されたのちに排出された電子基板から、ＩＣチップ等素子を効率的に

分離・回収する機械的外圧手段を決定するために抽出した、「バイブレーション／ビート手段」、「ブラ

ッシング手段」、「スクレーパー手段」、「遠心分離手段」、「スクラッチ手段」のうち、多種多様な形状の

電子基板に対し、機械的に実現性が高いと検証により判断した、「ブラッシング手段」を基準とする。 

 

(7)分離前処理装置 

【目標】 

検討した分離前処理装置の仕様に基づき、分離前処理装置を製作し、設置準備を整える。 

【機械的外圧手段テスト】 

機械的外圧手段については、自動分離・回収装置を分離前処理装置に設けることで電子基板から

ＩＣチップ等素子を限りなく１００％に近い分離を図る。 

分離前処理装置における自動分離・回収装置のテスト用装置を製作して、再度機械的外圧手段テ

ストを実施し、本装置の設計に必要なデータを獲得する。 

a.テスト用装置製作 

機械的外圧を与えるブラシを２本固定して回転させ、２本のブラシの間を電子基板が通過し、電子

基板の表裏に搭載されているＩＣチップ等素子を同時に分離する手段とし、２本のブラシの間隔や、ブ

ラシの回転数を調整可能な機構にする。 

b.はんだ溶融方法 

分離熱処理装置の製作を行う装置メーカーに協力を依頼し、当該研究開発とは別用途に使用して

いる過熱蒸気発生装置を利用することとなった。装置形状は異なるが、はんだ溶融雰囲気の形成に

は問題がない。 

c.テスト用自動分離・回収装置 

電子基板の表裏に搭載されているＩＣチップ等素子に、同時に機械的外圧を加えられるよう、鋼製

ブラシを２本固定した装置をテスト用に製作した。２本のブラシの間隔や、ブラシの回転数は、操作盤

にて調整可能にした。 

テスト用自動分離・回収装置は、電子基板を固定する機構になっていないため、機械的外圧手段

テストでは、電子基板をペンチで掴み、手動で２本のブラシの間を往復させる必要がある。 

 

d.電子基板の処理可能時間確認 

外気温が１５℃のなか、過熱蒸気発生装置から排出された電子基板の表面温度を測定し、はんだ

が溶融した電子基板からＩＣチップ等素子の分離可能時間を確認し、機械的外圧手段による負荷の有

効時間を特定した。 

e.機械的外圧手段テスト 

電子基板を過熱蒸気発生装置で熱処理したのちに排出された電子基板のコネクタソケット部分を
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ペンチで掴み、ブラシを回転させた自動分離・回収装置に投入、２本のブラシの間を往復させて、機

械的外圧を与え、電子基板からＩＣチップ等素子の分離程度を確認した。 

機械的外圧手段テストでは、エンジンＣＰＵ由来の電子基板２枚と、エアバッグＣＰＵ由来の電子基

板３枚を対象とした。 

電子基板に搭載されているコネクタソケットは、電子基板への接着の構造上、ブラッシングによる自

動分離は不可能であるため、コネクタソケット部分には、機械的外圧を与えないこととする。 

 

電子基板を表裏同時にブラッシングによる機械的外圧を与えられる自動分離・回収装置は、電子

基板からＩＣチップ等素子の分離に有効であることが確認できた。 

【分離前処理装置仕様】 

基本構成は、ホッパー部、コンベア部、自動分離・回収装置からなり、電子機器部品をホッパーに

収め、コンベアに自動投入、搬送する中で、分離熱処理装置への投入条件に合致させる調整を行い、

分離熱処理装置にて電子基板のＩＣチップ等素子のはんだを溶融させ、接着強度が弱まった状態で

排出された電子基板を自動分離・回収装置にて、ＩＣチップ等素子を分離・回収し、分離処理後の電

子基板は、分離後処理装置へ搬送される。 

 

 (8)装置の設置 

【レイアウト】 

仕様を決定した分離前処理装置、分離熱処理装置、分離後処理装置を株式会社ツルオカ・オート

リサイクル事業部の自動車解体工場に設置した。 

分離前処理装置、分離熱処理装置については、自動車解体工場内の２階に設置し、分離後処理

装置については、自動車解体工場の外壁を隔てた１階に設置した。分離前処理装置、分離熱処理装

置、分離後処理装置は、電子機器部品投入し、電子機器部品から電子基板を取り出し、電子基板を

分離熱処理装置の投入条件と分離前処理装置の自動分離・回収装置への投入方向を調整し、分離

熱処理装置で熱処理を施し、排出された電子基板から自動分離・回収装置でＩＣチップ等を分離し、Ｉ

Ｃチップ等素子が分離された後の電子基板を減容するまでの処理が一連で行える配置となっている。 

 

(9)装置能力テスト 

【目標】 

仕様検討基準に沿って製作した装置であるが、分離熱処理装置と分離前処理装置の自動分離・回

収装置は、設置後に、より詳細な設定が必要であるため、それぞれテストを実施し、分離処理テスト時

の設定を決めるデータを収集する。 

【分離熱処理装置の装置能力テスト】 
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外気温が１０℃のなか、分離熱処理装置で熱処理したのちに排出された電子基板のコネクタソケッ

ト部分をペンチで掴み、ブラシを回転させたテスト用自動分離・回収装置に投入、２本のブラシの間を

往復させて、機械的外圧を与え、電子基板からＩＣチップ等素子の分離程度を確認した。 

分離熱処理装置の装置能力テストでは、処理前後の電子基板を目視で確認し、電子基板からＩＣチ

ップ等素子の分離程度を評価した。 

分離熱処理装置の装置能力テストの結果、はんだの溶融状態は良好であり、分離熱処理装置の過

熱蒸気利用の熱処理自体には問題がないことが確認できたが、テスト対象とした電子基板のうち、４

０％に水滴が付着し、濡れた状態で分離熱処理装置から排出されてきた。 

水滴が電子基板に付着する原因は、分離熱処理装置の排煙ダクトの形状にあり、分離熱処理装置

で発生した蒸気が排煙ダクトを伝って排気される際に、蒸気が冷えて、分離熱処理装置内に逆流して

いたためであった。 

電子基板に水滴が付着したまま、分離熱処理装置から排出されると、電子基板の保持温度の低下

速度を速める懼れがあるため、排煙ダクトの形状を変更した。 

分離熱処理装置の装置能力テストにおける電子基板からのＩＣチップ等素子の分離程度としては、

テスト用自動分離・回収装置を使用したとはいえ、電解コンデンサ等の大きな素子が、ブラシによる機

械的外圧の力を遮り、電子基板に残存した素子がいくつもあるため、分離熱処理装置への投入の事

前処理を行う必要があると判断した。 

【分離前処理装置（自動分離・回収装置）の装置能力テスト①】 

外気温が７℃のなか、分離熱処理装置で熱処理されたのちに排出された電子基板を、分離前処理

装置の自動分離・回収装置でブラッシングによる機械的外圧を加え、電子基板からＩＣチップ等素子を

分離させ、排出された電子基板を目視にて確認した。 

分離前処理装置の自動分離・回収装置でブラッシングによる機械的外圧を加えた結果、分離熱処

理装置で温まり、柔らかくなった電子基板を機械的にクランプで咥えて移動させるため、電子基板が

ブラシ間を通過する際の外圧（回転数や回転方向）に耐えきれず、咥えている部分から先が折れて引

き裂かれてしまった。 

電子基板は分離前処理装置の自動分離・回収装置のクランプに立てて縦方向に咥え、装置内に

自動で投入された後、左右対称に２列に並んだブラシの中心を通過する際に、ブラシを回転させて電

子基板の表裏に搭載されている素子を分離するが、そのブラシは進行方向に従った回転と、進行方

向とは逆に回転する２列で構成されているため、進行方向と逆に回転するブラシに接する箇所が左右

対称に並ぶブラシ間の中心を捕らえないと、左右対称に並んだブラシの何れか一方に電子基板接し

た途端に、電子基板が咥えている部分から先が折れて引き裂かれる。 

連続して電子基板を流し、分離程度確認のために分離前処理装置の自動分離・回収装置にて機

械的外圧処理を試みたが、８枚中６枚に同じ現象が発生した。 

自動分離・回収装置のブラシの回転数、ブラシの回転方向、電子基板の動線、電子基板のクランプ

位置、電子基板へのブラシによる外圧負荷時間等の設定調整が必要と判断し、分離前処理装置（自

動分離・回収装置）の装置能力テストの再実施を決定した。 
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【分離前処理装置（自動分離・回収装置）の装置能力テスト②】 

自動分離・回収装置の設定調整をしながら、電子基板の種類・形状・投入方向などによる分離精度

の違いを検証した。 

a.テスト実施 

比較検証をするため、電子基板の種類を分別し、同種毎に投入方向による違いをテストした。 

d.テスト結果 

電子基板からＩＣチップ等素子を分離するにあたり、過熱蒸気にて加熱された強度が弱っている状

態にある電子基板を処理するには、回転ブラシの回転数と接触圧・時間など総合的な調整が必要で

あり、一概に回転と圧を高めれば可能ではないという検証結果となった。 

分離前処理装置（自動分離・回収装置）の装置能力テスト②の結果、分離処理テストにおける、自

動分離・回収装置の設定値を決定した。 

 

(10)分離処理テスト準備 

【テスト対象電子基板】 

一台の自動車に十数種搭載されている電子機器部品のうち、ＩCチップ等素子の搭載量が多いと思
われるエンジンＣＰＵおよびエアバッグＣＰＵを対象として、排気量グレード毎に、以下の８グループに

分類した。 

【ＩＣチップ等データ収集】 

８グループに分類したテスト対象電子基板から、それぞれ２枚ずつの計１６枚を、分離処理テストに

おける分離率算出のため、ＩＣチップ等素子を分離回収し、ＩＣチップ等素子の種類毎にサイズと重量

の単品データを獲得した。 

 

2.1.3 結果および考察 

 (1)分離処理テスト 

【目標】 

設置および設定を完了した分離前処理装置、分離熱処理装置を使用して、電子機器部品から回

収された電子基板からＩＣチップ等素子を確実に分離する技術と、手作業にて解体・分離できる所要

時間の１０％以内の時間でできる技術を検証する。 

【分離処理テスト手順】 

a.電子基板の重量計量 

b.分離前処理装置のコンベア上での事前分別（時間計測） 

c.事前分別後の電子基板の重量計量 

d.事前分別された素子の重量計量 

e.分離熱処理装置による熱処理（時間計測） 

f.分離前処理装置の自動分離・回収装置による分離処理（時間計測） 

g.ＩＣチップ等分離後の電子基板の重量計量 
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【分離処理テスト】 

外気温が１６℃のなか、分離処理テストを実施した。 

分離処理テストでは、１－１～８－４までの３２種類の電子基板と、８グループ毎に回収した分離処理

後のＩＣチップ等素子を回収し、分離率算出のデータとする。 

 

(2)分離率／工数 

【目標】 

分離処理テストで獲得したデータを集計し、電子基板からのＩＣチップ等素子の分離率を確認する。 

【分離率確認方法】 

事前回収した後の電子基板の重量から、分離処理後の電子基板の重量を減算した数値をＡとす

る。 

ＩＣチップ等素子を電子基板から分離処理後の電子基板に残存しているＩＣチップ等素子の重量を、

分離処理テスト準備にて収集したＩＣチップ等素子の単品データから推測して、Ａに加算した数値をＢ

とする。 

Ａ÷Ｂ＝分離率として評価した。 

自動分離・回収装置のブラッシングにて、電子基板が削られてしまい、重量に影響を及ぼすが、そ

の差は許容範囲とする。 

【工数確認方法】 

事前分別する時間と、分離熱処理装置の熱処理時間、分離前処理装置の自動分離・回収装置の

処理時間の総和を工数とする。 

【分離率／工数評価】 

分離処理テスト対象電子基板である３２枚それぞれのデータを集計し、分離率確認方法と工数確認

方法に基づいて評価を行った。 

【分離率／工数評価結果】 

分離程度は９５．３％で、分離に掛かる時間は５分４秒であった。 

分離程度の最低は、７３．４％。分離程度の最高は１００％。 

分離時間の最長は、６分４３秒。分離時間の最短は、４分５秒。 

 

【まとめ】 

ＩＣチップ等素子の分離程度が７０％台と悪い電子基板の特徴は、レジスターが多数搭載され、更に

は２２ｍｍ×８ｍｍ未満のＩＣチップが複数搭載され、その向きに法則が無いものであり、分離処理テス

トにおける対象電子基板全体の６％であった。 

事前分別の方法や分離前処理装置の自動分離・回収装置の設定を調整することで、分離程度の

向上を図ることも可能であると思われる。 

全体平均としては、９５．３％の分離ができ、分離時間も手作業で分離する作業時間の３．９％となる

５分４秒が実現できた。 
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分離処理テストにおける事前分別の方法は、事前分別の程度や工数が、作業者の熟練度で差が

でる懼れがあるため、事前分別方法を簡易にした手順化と、その安全性も今後の検討課題とする。 

また、当該研究開発における各種テストの期間は１０月から翌２月で、外気温が１０℃前後のなか実

施しており、分離熱処理装置から熱処理されたのちに排出される電子基板に外気温の違いが与える

影響がデータ不足であるため、分離熱処理装置の庫内温度設定の最適化を継続的に確認し、消費

電力の多い分離熱処理装置の運用上の省エネルギー化が必要である。 

分離率を更に向上させる方法の検討や工数のバラつきを抑える方法の検討は、作業を行いながら、

如何に個々の効率の良い方法や分離熱処理装置の設定温度を見出し、データ化できるかが、回収

のコストを下げる重要なポイントになる。 

 

2.1.4 おわりに 

電子基板からＩＣチップ等素子を分離する技術は、過熱蒸気利用の分離熱処理装置と、分離前処

理の機械的外圧手段である自動分離・回収装置等を開発することで、電子基板の種類によっては、

分離率が７０％台と課題の残る結果にはなったものの、平均では分離率９５．３％という結果を分離処

理テストにて得ることができた。 

当該研究開発にて設置した分離前処理装置、分離熱処理装置、分離後処理装置の一連の装置に

よる電子基板からのＩＣチップ等素子の分離処理では、分離後の電子基板は、分離後処理装置にて

破砕され、減容される流れとなっているが、分離後のＩＣチップ等素子は、分別の手段を設けておらず、

ＩＣチップ、トランジスタ、レジスター、コンデンサ、ダイオード、水晶振動子等が一緒くたに回収されて

しまう。 

回収された素子を種類毎に低コストで分別する技術と、それによって貴金属価値を見出せる素子を

選別し、濃縮する技術は、国内での資源循環を促すための大きな要素であり、今後も研究開発が必

要である。 

より有効な濃縮を行うには、自動車等に搭載されている電子機器部品から取り出す電子基板そのも

のの価値を評価し、分離すべき電子基板の種類を特定する手順を確立しなければならない。 

   
2.2  貴金属の国内循環利用技術の開発 
2.2.1 自動車に使用される電子基板に含有される貴金属の重量測定 
2.2.1.1 はじめに 
自動車に搭載されている電子機器部品の電子基板を熱処理によりＩＣチップを分離し、分離した IC
チップ及びＩＣチップを取り除いた残電子基板の貴金属含有量を測定し、貴金属価値の分析を実施す

る。 
対象電子機器として、 
エンジン制御ボックス、エアバッグ制御ボックス、カーオーディオ、メーター、ドアスイッチ、電子キー、

ヒューズボックス、電動シート制御ボックス、オートアンテナ制御ボックス 
上記電子機器の電子基板を対象とするが、今回は ICチップ搭載量が多いと思われるエンジン制御ボ
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ックス及びエアバッグ制御ボックスを対象に分析を実施した。 
 
2.2.1.2 分析方法 
分析方法として、まずは事前分析を実施して予め貴金属の含有を確認してから、その後当プロジ 

ェクトで分離回収した IC チップ及びＩＣチップを取り除いた残電子基板を分析し、貴金属含有量を把
握する。 
a) 事前分析 
排気量２０００ｃｃクラスのエンジン制御ボックス及びエアバッグ制御ボックスを分解して電子基板 
を取り出し、電子基板全体、ＩＣチップのみ、ICチップを取り除いた残電子基板を、それぞれ粉砕 
（500μ粉末）して分析サンプルを作成する。尚、分析にあたって当社での分析の他、外部分析機 
関での分析を実施する事にした。 
＊同一製品を３セット準備 

b) 事前分析方法 
(1) 当社 
電子基板全体粉末、ＩＣチップのみ粉末、ＩＣチップを取り除いた残電子基板粉末を、それぞれ円す

い四分法にてサンプリングし、分析試料を作成した。この分析試料を蛍光Ｘ線分析装置 
（島津製ＥＤＸ－７２０）で分析を実施する。更に、それぞれ残った粉末を電気炉式自動融解装 
置（デンケン製ＫＤＦ１７００）を使用して溶解し、凝固した金属を蛍光Ｘ線分析装置で分析を実 
施する。 

(2) 外部①（栃木県産業技術センター） 
当社と同様に、円すい四分法によりサンプリングし分析試料を作成して、蛍光Ｘ線分析装置 
（日本電子製ＪＳＸ３２０１Ａ）で分析を実施する。分析手順として、最初に定性分析を実施し、次 
のステップで元素を絞り、定量分析する事にした。 

(3) 外部②（株式会社島津テクノリサーチ） 
当社及び栃木県産業技術センターの方法とは違い、酸で溶解して、その溶解液を分析試料 
として作成し、ＩＣＰ発光分光分析装置で分析を実施する。 

c) 本番分析 
当プロジェクトの一連の流れによって分離回収されたＩＣチップ及びＩＣチップが取り除かれた残電子

基板の分析を実施する。 
今回は、貴金属の内、金・銀・銅の含有量を分析・測定する事にした。 
■一連の流れ 
サンプリング ⇒ 前処理 ⇒ 過熱蒸気熱処理 ⇒ ＩＣチップ自動分離 
⇒ ＩＣチップ回収及び分離後電子基板破砕 ⇒ 分析サンプル作成 ⇒ 貴金属含有量分析 
■分析サンプル 
採取したサンプルを事前分析時と同様に、カッティングミルで粗粉砕し、超遠心粉砕機にて粒度

５００μの粉末にして分析サンプルを作成する。 
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ＩＣチップ 粗粉砕 500μ粉砕 分析サンプル 

d) 本番分析方法 
当社及び栃木県産業技術センターでの粉末サンプルを使用しての蛍光Ｘ線分析法では、金の検

出が非常に困難と判断し、株式会社島津テクノリサーチに貴金属（金・銀・銅）の定量分析を依頼する

事にした。 
【具体的な分析方法】 
（1） 分析機器            ICP発光分光分析装置 島津製 ICPS-8100 
(2) 試料作成方法 
試料をビーカに秤取し、王水等で目的元素を溶解させ、ろ過した検液を酸分解液とする。 

   上記、酸分解液から、目的元素を定量する。 
2.2.1.3 結果及び考察 
a) 事前分析結果 
(1) 当社の蛍光Ｘ線分析結果 
①粉末をハンドプレスで固め、３試料作成し蛍光 X線分析装置で分析実施した。 
   【結果】 
  多点分析も試みたが、全ての試料で銀及び銅は検出する事が出来たが、ターゲットのＡｕが検出 
  できなかった。 

 

 

電子基板全体 ICチップのみ ICチップ除去した基板 
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②電気炉式自動融解装置で残った粉末を溶解して、再度蛍光 X線分析装置で分析実施し  
たが、溶解凝固したサンプルを採取出来なかった。 
従って、加熱した事により残った砂状の物質を分析してみた。尚、溶解条件は１１００℃で３０分

保持（窒素ガス雰囲気）で実施。 
     【結果】 

溶解しても、溶解凝固した金属片が採取出来なかった事もあり、上述と同じように銀と銅は 
検出できたが、ターゲットのＡｕは検出できなかった。 

  

 
ICチップ 電子基板全体 
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(2) 栃木県産業技術センターでの蛍光Ｘ線分析結果 
   当社と同じ様に、粉末サンプルの試料を蛍光 X線分析装置で分析を実施した。 
    【結果】 

やはり銀・銅は検出できたがＡｕは検出できなかった。（下記報告書参照） 
尚、他の検出元素も当社と同じような値を示した。 
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        （上記報告書は、エンジン制御ボックスの ICチップのみを掲載） 

         
(3) 株式会社島津テクノリサーチでの分析結果 
当社及び栃木県産業技術センターで分析した物と同一の分析サンプルを、酸で溶解し 
て、定量分析を実施した。尚、定量分析元素は、Ａｕ・Ａｇ・Ｃｕ・Ｎｉ・Ｗ・Ｒｈ・Ｓｅの７元素 
に絞る。 
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【結果】 
電子基板全体・ICチップのみ・ICチップを除去した残電子基板、 全ての試料で金・銀・ 
銅・ニッケル・タングステンを検出し、定量する事が出来た。 
当プロジュクトの目的であるＩＣチップを分離し、貴金属を濃縮・回収する意義の裏付けと 
なる分析データを得た。 
 

 ■ 事前分析考察 
   含有量が極微量な元素は、粉体の試料で蛍光Ｘ線分析により検出するのは、非常に困難 
である事が分かった。株式会社島津テクノリサーチのように酸で溶解し、その溶解液を分析す 
る必要が有る。 
   また、島津テクノリサーチの分析結果より、エンジン制御ボックスの電子基板で貴金属（金・ 
  銀・銅）が３３０円／Ｋｇ程度含まれている事を把握できた。 

 
b) 本番分析結果 
  株式会社島津テクノリサーチに分析委託し、今回はＡｕ・Ａｇ・Ｃｕを測定した。 

 
 ■ 本番分析考察 
 今回の分析結果より、電子基板全体に占めるＡｕ・Ａｇの含有量はＩＣチップに集約されている事が分

かった。ＩＣチップを分離、回収することで貴金属の濃縮が可能である。 
 今後の取り組みとして、残りの電子機器を分析し、貴金属及び今回確認されているレアメタルの濃度

を測定して更に価値を高めていく。また、分析技術力の向上も重要な課題である。 
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2.2.2 使用済み自動車から貴金属を循環利用する場合の経済性および環境性評価 

2.2.2.1  はじめに 

 今回実施した自動車解体における貴金属含有物の高度精緻解体・分離技術の開発に関して経

済性および環境性の評価を行った。 

経済性に関しては、実証実験の結果を基に、商業ベースで本技術を実施する場合の稼働率、工数

などを推計し評価を行った。環境性に関しては、使用済み自動車の高度精緻解体により、貴金属を回

収、リサイクルすることによる CO2 排出削減ポテンシャルをライフサイクルアセスメント（Life Cycle 

Assessment：以下, LCA）により評価した。 

 

2.2.2.2 評価方法 

(1)経済性評価 

今回開発した装置は、実証のためのパイロットプラント的な位置づけであり、実際に事業として実施

するに当たり改善の余地を残すものである。従って、本装置に対して精緻なキャッシュフロー分析を行

い事業の採算性を検討するには及ばないと判断し、運用コストと貴金属の回収により得られる収益か

ら、経済性を評価した。㈱ツルオカでの、近年での使用済み自動車解体実績は、5,000-10,000 台/年

であることから、年間処理台数 5,000 台、7,500 台、10,000 でのランニングコストと収入を求めた。 

■ ランニングコスト 

ランニングコストは、主として人件費と電力料金である。過熱蒸気発生に必要な水は、相対的に少

量であるため考慮しない。 

2.1 に示したように、電子基板の分離処理に必要な時間は、一枚あたり 5 分 4 秒であるが、そのうち

機械処理している時間を差し引くと、前処理など人手がかかる工数は、一枚当たり１分程度である。ラ

インに常時４名が作業するものとし一日の作業時間を８時間とした場合、一日に処理できる電子基板

数は、過熱蒸気処理工数により決まる。ベルトコンベア内に敷き詰める電子基板の占有面積を 50％と

した場合、約 960 枚（＝自動車 480 台分）となる。人件費は、850 円/人/時間とした。 

消費電力量に関しては、定常運転実施時での過熱蒸気機器が消費する電力量を実測し、単位時

間当たりの消費電力量を求め、24.75 kW を得た。電力コストは、18 円/kWh とした。 

 

■ 収入 

今回の技術開発により、電子基板から IC チップ等が回収可能となり、含有される様々な金属、貴金

属、レアメタルが山元へ戻されることになる。しかしながら、山元において全ての元素が回収可能であ

るとは限らないため、住友金属鉱山株式会社を訪問し、使用済み電子機器からの元素回収の可能性

に関してヒアリングを行った。その結果、以下の知見が得られた。 

 基本的に、酸化物になりやすく、酸に溶けにくい元素の回収、リサイクルは難しい。 

 電子基板に含まれる金属元素のうち、回収可能なものは、Ag, Au, PGM(Pd, Pt, ロジウム、イリ

ジウム、ルテニウム), Se（セレン）, Te（テルル）, Cu, Ni である。In は、鉛製錬炉では可能である

が、銅製錬では無理である。希土類、Sr は、湿式製錬（希酸にて選択溶解し、硫酸ナトリウムで
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固定する）にて回収可能である。ニッケルは、湿式製錬法にて硫酸ニッケルとして回収できるが、

ニッケル工場を有する住友金属鉱山のみ可能である。 

 Ta, Nb, Zr は、酸に溶けない（HFのみ溶解できるが、HFは毒性もあり取扱いが難しい）、かつ

自熔炉で酸素分圧を変えてもスラグ（ガラス）層に溶解してしまうゆえ、回収が困難である。 

 

 以上により、使用済み自動車から回収される電子基板中に含まれる元素で、山元で回収可能で

あり有価取引の対象となるものは、金、銀、銅の３元素である。 

そこで、2.2.1.3 に示した本技術により回収される貴金属重量に、金属価格単価を積算し、本事業

の収入を概算した。なお、貴金属は、分離された IC チップのみならず残基盤にも含まれるので、そ

の両方を売却することで得られる収入を計算した。収入は、IC チップなどに含有される貴金属価格

から、山元における製錬コストや輸送コストを差し引いたものである。本技術により貴金属が濃縮さ

れるので、収入は金属価格の９割になると仮定し、収入を計算した。 

金属の価格単価は、文献（財団法人金属鉱山会・日本鉱業協会、鉱山、8、2009)より調査した平

成 20年の平均価格を用いた。金：2,931 円/g、銀：51,662 円/kg、銅：782 円/kg である。 

 

(2)環境性評価 

■ LCA手法に関して 

製品およびサービスのライフサイクルにおいて誘発される環境負荷を定量的に把握する技法として

LCA が知られている。LCA は、資源の採掘から廃棄まで、対象とする製品・サービスに係わる物質／

技術の連鎖を一貫して捉え、資源消費量や環境への排出物質を定量し、その環境への影響を評価

する手法である。LCA を実施しその結果を報告するに当たり、可能な限り透明性を持たせ、結果の信

頼性を高めるように、ある一定の規則に基づいて LCA を実施する必要性ある。そこで、国際標準化機

構(International Organization for Standardization, ISO)が、LCAの実施手法に関して国際規格化を行

ってきており、それらは ISO 14040 シリーズとして知られている。 

 

■ 目的と調査範囲の設定に関して 

今回は、使用済み自動車の高度精緻解体により貴金属を回収、リサイクルすることによる環境負荷

低減効果を LCA により評価した。環境負荷としては CO2 排出のみを評価した。目的と調査範囲の設

定と前提条件を以下に記す。 

1) 本技術に関するシステム境界（検討する範囲）は、使用済み自動車から基板を回収し、過熱蒸

気により ICチップを取り出す工程までとする。回収された ICチップを山元まで輸送する工程お

よび山元で貴金属(Au, Ag, Cu)を回収する工程は含めない。 

2) 従来技術では、使用済み自動車からは電子基板は回収されず、そこに含有される貴金属はシ

ュレッダーダスト(Automobile Shredder Residue, ASR)になるものとし、最終的には埋め立てされ

回収されないものとする。その分、本技術開発により回収される貴金属と等重量の貴金属を、天

然資源より生産するものとする。 
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3) 従来技術に関するシステム境界は、本技術開発により回収される貴金属と等重量の貴金属を、

天然資源より生産する工程のみを考慮する。本来であれば、使用済み自動車に使用されてい

た電子基板がASRになり、最終的には埋め立てされるところまでの工程も含めるべきであるが、

天然資源より貴金属を生産する工程にて誘発されるCO2排出量が相対的に大きいため計上し

なかった。 

山元でのAu, Ag, Cuの回収
使用済み自動車からの基板回収

過熱蒸気によるICチップの回収

使用済み自動車からの基板は回収されず、含有される貴金
属は最終的には埋め立てされ、回収されない。

システム境界

本技術

従来技術

上記と等重量の
Au, Ag, Cuを天然
資源より生産

システム境界  

図 環境性評価(LCA)でのシステム境界の設定 

 

■ 金属生産のCO2排出原単位に関して 

今回、天然資源より金属を生産する際に誘発されるCO2排出重量に関しては、２つのデータソース

から求めた。（独）国立環境研究所が発行しているわが国の産業連関表を用いて算出した環境負荷

原単位を収録したデータブック「3EID」と、社団法人産業環境管理協会が販売している LCA ソフトウェ

ア「JEMAI-LCA」である。これらから、回収される金属および電力の CO2 排出原単位を求め比較した。

表に示す。３EID と JEMAI の値は、ほぼ同じであることが確認できる。今回は、３EID での値を用いて

CO2排出削減ポテンシャルを計算する。 

表 CO2排出原単位 

 単位 3EID JEMAI 

銅(電気銅) t-CO2/t 1.44 0.97 ※1 

金地金 t-CO2/t 5,860※2 5,340 ※1

銀地金 t-CO2/t 102※2 76 ※1 

電力 kg-CO2/kWh 0.36 0.42 

 

※1 JEMAI の銅、銀、金のアロケーションは 2000 年度生産者価格ベースで行った。 
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※2 産業連関表では貴金属およびレアメタル非鉄金属で部門がまとまっているので、金、銀は非鉄

金属部門の価格単位当たりの CO2排出原単位に 2000 年度生産者価格をかけて求めた。 

 

2.2.2.3 結果および考察 

(1)経済性評価 

使用済み自動車の年間処理台数 5,000 台、7,500 台、10,000 でのランニングコストと収入を求めた

結果を、表に示す。 

表 年間のランニングコストと収入 

年間自動車解体台数(台) 5,000 7,500 10,000 
年間基板処理枚数(枚) 10,000 15,000 20,000 
年間装置稼働日数(日) 10 16 21 
装置稼働時間(時間) 83 125 167 

消費電力量(kWh) 2,063 3,094 4,125 

電力コスト(円) 37,125 55,688 74,250 
人件費(円) 283,333 425,000 566,667 

支出合計 320,458 480,688 640,917 

基板等売却収入 376,106 564,159 752,212 

差額 55,648 83,472 111,296 

  

使用済み自動車１台から、エアバッグおよびエンジン制御の電子基板が１枚ずつ合計２枚得ること

ができる。使用済み自動車の年間処理台数が 5000 台、7,500 台、10,000 の場合、一日に処理できる

電子基板は約 960 枚であるので、年間装置稼働日数は、それぞれ 10日、16 日、21 日となる。 

表に示したように、人件費の支出に占める割合が大きい。人件費を抑えることができる場合、年間稼

働日数の増大が収益増大になるので、使用済み自動車の解体台数の増大、そして一台の使用済み

自動車から回収する基板枚数の増大が必要である。今回の技術開発では、エアバッグおよびエンジ

ン制御の電子基板のみを対象としたが、自動車にはその他の箇所にも多数の電子基板が含まれてい

る。今後は、それらの回収も検討していく必要があると考えられる。 

この試算には、使用済み自動車から、電子基板が入っている筐体を取り出し解体するための工数

は含まれていない。2.1.2 に示したように、エンジン CPU を解体し電子基板を取り出すには、平均約４

分の工数が必要である。しかしながら、この解体工程の最適化は、本プロジェクトでの検討の範囲外

であるとともに、筐体の解体により電子基板のみならず金属（アルミなど有価で取引出るもの）も取り出

せるので解体コストは配分することができる。また、この試算には、装置の原価償却費が含まれていな

い。これらは、今後の改善ポテンシャルの大きなところである。 

 

(2)環境性評価 
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使用済み自動車の年間処理台数 5,000 台、7,500 台、10,000 での金、銀、銅の回収量、消費電力

量およびCO2排出量削減ポテンシャルの試算結果を、表に示す。 

 

表 金、銀、銅の回収量、消費電力量およびCO2排出量削減ポテンシャル 

年間自動車解体台数(台) 5,000 7,500 10,000 

年間基板処理枚数(枚) 10,000 15,000 20,000 

消費電力量(kWh) 2,063 3,094 4,125 
(A) CO2 排出量(kg) 743 1,114 1,485 

金回収量(g) 71 106 141 

銀回収量(g) 526 790 1,053 

銅回収量(kg) 235 352 469 

(B) 金属回収による CO2排出回避量(kg) 806 1,209 1,612 

CO2 排出回避量(kg) （(A)-(B)） -63 -95 -127 

 

 貴金属の回収によるCO2排出回避量が、消費電力により誘発されるCO2排出量よりもはるかに大き

く、本技術にはCO2排出削減ポテンシャルがあることが示された。 

 

2.2.3 おわりに 

 本技術により回収される貴金属の国内循環利用に関して検討を行った。自動車に使用されるエアバ

ッグおよびエンジン制御の電子基板には、金、銀、銅の貴金属が含有されており、それを過熱蒸気に

より効率的に回収することにより、環境優位性のある事業になることが示された。経済性に関しては、

現時点では不確定な要素も多いが、さらなる工程の改善などにより、収益を生む事業になりえる可能

性も大きい。 
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第 3章 全体総括 

 

3.1 過熱蒸気を利用した貴金属含有物の高度精緻解体・分離技術の開発 

3.1.1 研究開発成果 

労働環境を考慮した高効率、かつ、環境負荷の少ない貴金属部品の新しい回収技術の確立を目

的とし、本研究に取り組んだ。 

ガラあるいは雑品から精緻解体された電子基板を高度精緻解体により電子基板とＩＣチップ等素子

を省エネルギーで分離可能な、過熱蒸気利用熱処理装置の研究開発の過程で、自動車搭載電子機

器部品から精緻解体される電子基板の種類、メーカー、車種、年式による特性データを獲得すること

ができ、その特性に応じた解体・分離の方法を検討・検証することで、電子基板からのＩＣチップ等素

子の平均分離率が９５．３％、平均分離時間が手作業で分離する作業時間の３９％となる５分４秒の過

熱蒸気利用の分離熱処理装置と、分離前処理装置の機械的外圧手段である自動分離回収装置等の

開発に至った。 

開発した装置は、研究開発の目標の一つである電子基板から確実にＩＣチップ等を解体・分離する

技術に若干満たない結果ではあったが、もう一つの目標である手作業にて解体・分離できる所要時間

の１０％以内の時間でできる技術は、電子基板一枚あたりの解体・分離時間の達成と、装置に連続性

を持たせることで、作業工数を大幅に短縮し、貴金属含有物の回収コストを低減することができた。 

 

3.1.2 研究開発後の課題 

当該研究開発においては、電子基板からＩＣチップ等素子の確実な分離と、その分離に掛かる時間

の短縮を目標とした過熱蒸気利用の分離熱処理装置と、分離前処理装置の機械的外圧手段である

自動分離・回収装置等を開発したが、分離後のＩＣチップ等素子を分別・選別する方法の開発には至

らなかった。 

成分の異なるＩＣチップ、トランジスタ、レジスター、コンデンサ、ダイオード、水晶振動子等の素子同

士が一緒くたに分離前処理装置の機械的外圧手段である自動分離・回収装置から排出され、回収さ

れてしまう。素子を種類毎に分別し、含有する貴金属を始めとした成分毎にリサイクル方法が異なる素

子を適正に選別、濃縮を低コストで実施する技術を確立ことが、国内での資源循環を促すため大きな

要素であり、今後の課題である。 

 

3.2 貴金属の国内循環利用技術の開発 
3.2.1 研究開発成果 
 電子機器部品の価値は評価できず、また回収工数が掛かるため廃車ガラに搭載されたまま破砕業

者に引き渡すか、雑品として海外へ輸出されている現状を踏まえ国内循環利用すべく、本研究に取り

組んだ。 
 本研究により、自動車に使用されているエンジン制御コンピュータ及びエアバッグ制御コンピュータ

の電子基板に金・銀・銅・ニッケル等、貴重な金属が含有されている事が分かり、金・銀・銅に付いては
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定量し貴金属価値を把握することで、ある程度の価値評価ができた。 
 また、本研究の目的でもあるＩＣチップ分離・回収による貴金属濃縮を可能とする、裏づけ分析デー

タを得ることができた。更に、金・銀・銅以外に貴重な金属が含有されていることが、本研究により分か

り有意義であった。 
 
3.2.2 研究開発後の課題 
 今回、当社の分析設備では金など含有量が極微量な金属の検出が非常に困難であり、外部に分析

を依頼することになったが、費用も含め分析結果が直ぐに確認できず苦慮した。また、収益性としては、

まだ不確定な要素もあり、他の電子機器も早急に分析を実施し結果を確認・評価する必要がある。尚、

分離作業の改善も十分期待できるため更にトータルで評価し事業性を検討したい・ 
 
課題として 
① 未評価の電子機器を早急に分析・評価 
カーオーディオ類・メーター類・スイッチ類・電子キー・ヒューズＢＯＸ等 

② 金・銀・銅以外の金属の分析・定量化 
（２４元素が確認されている） 

③ 金・銀・銅以外の金属の評価および販路開拓 
価値を把握し、販売先の調査・開拓 

④ 保有分析設備を利用して検出力を向上 
（分析の技術力向上） 
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